
4

共済組合 掛金・保険料等

１　掛金・保険料の概要
掛金・保険料は，「標準報酬の月額」及び「標準期末手当等の額」に，下表の掛金・保険料率を掛けて

算定します（標準報酬については次頁を参照してください。）。
掛金・保険料は，組合員の資格を取得した月から，その資格を喪失した日の属する月の前月まで，月単

位（日割ではありません。）で徴収します（資格取得月と同じ月に資格を喪失した場合を除く。）。
給与及び期末手当等から掛金・保険料を控除します。無給休職等により給与・期末手当等から控除でき

ない場合は，組合員が直接共済組合に納付する必要があります。

２　掛金・保険料の免除
掛金・保険料が免除されるのは下表の場合です。いずれも共済組合への申出が必要です。
申出により産前産後・育児休業は掛金・保険料が，介護保険適用除外は介護掛金のみ免除となります。

（注）「産前産後休業」とは，出産日（出産予定日より後の場合は出産予定日）以前42日（多胎妊娠は98日）から出産日
後56日までの間で，妊娠又は出産を理由として休業している期間をいいます。

共済組合の掛金・保険料率一覧（令和５年４月１日現在）　　　　（単位：千分率）
区　分 内　容 対象者 掛金・保険料率

短期掛金 健康保険料と厚生事業に係る保険料 組合員全員 48.01

介護掛金 介護保険料 国内居住の40歳以上
65歳未満の組合員 8.00

厚生年金保険料 公的年金制度に係る保険料

70歳未満の一般組合
員（70歳未満の短期
組合員は日本年金機構
に加入）

91.5

退職等年金掛金 公務員独自の年金制度に係る保険料 一般組合員全員（短期
組合員は対象外）  7.5

免除事由 提出書類 免除期間

産前産後休業取得
（期間変更の場合）

産前産後休業掛金免除申出書
（産前産後休業掛金免除変更申出書）

産前産後休業（注）開始日の属す
る月から，終了日の翌日の属する
月の前月

育児休業取得
（期間変更の場合）

育児休業等掛金免除申出書
（育児休業等掛金免除変更申出書）

（例月給与の場合）
育児休業開始日の属する月から，
終了日（または当該子が３歳に達
する日）の翌日（復帰日）の属す
る月の前月まで免除。
育児休業を開始した月内で復帰す
る場合でも，育児休業期間が14
日以上あればその月は免除。

（期末勤勉手当の場合）
期末支給月の末日時点が育児休業
中かつ育児休業期間が１か月を超
えている場合はその月は免除。

海外に居住する場合
身体障害者療養施設等入所 介護保険第２号被保険者資格喪失届書

国外転出日・施設等入所日の翌日
の属する月から，国内転入日・施
設退所日の属する月の前月

共済組合の掛金・保険料と標準報酬
経理貸付係

（082）513-4955

３　標準報酬とは
「標準報酬」は，組合員が労働の対価として受ける報酬（諸手当を含む月額）を，「標準報酬等級表」（HP

に掲載）に当てはめて決定・改定します。一定期間の報酬の平均額に基づき，「標準報酬の月額」の決定
又は改定を行っています。また，期末手当等を受けた月に，期末手当，勤勉手当等の額の千円未満の端数
を切り捨てた額により，「標準期末手当等の額」を決定します（上限額あり）。
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共済組合掛金・保険料等

４　標準報酬月額の決定・改定

※  「固定的給与」・・・基本給・教職調整額・扶養手当・住居手当・通勤手当等勤務実績に関係なく一定額が継続し
て支給される報酬のこと。

　 【注意】時間外勤務手当・休日勤務手当等勤務実績に応じて支給される報酬は固定的給与ではありません。

種　類 対象者 対象となる報酬 決定・改定の時期 申出

資格取得時決定 新たに組合員資格を取得した
組合員 資格取得時の報酬 資格取得時

不要

定時決定 ７月１日現在の全組合員 ４・５・６月の報酬
の平均 ９月

随時改定

固定的給与※に変動があり，
前の標準報酬月額等級と，変
動後の報酬で算定した標準報
酬月額等級に２等級以上の差
がある組合員

固定的給与に変動が
あった月以後の３か
月間の報酬の平均

固定的給与に変動
があった月から４
か月目

育児休業・産前産
後休業等終了時改

定

育児休業・産前産後休業等か
ら職場復帰した組合員（休業
等に係る子が，復帰時に３歳
未満の場合。

【注】復帰後報酬が増加した
状態（フルタイム復帰等）に
申し出た場合，改定により標
準報酬月額が上がる可能性が
ありますので，留意してくだ
さい。

職場復帰月以後の３
か月間の報酬の平均

職場復帰月から
４か月目 必要

５　３歳未満の子を養育している場合の標準報酬月額の特例（一般組合員のみ）
３歳未満の子を養育し「同居」している組合員（注１）の標準報酬月額が養育前より下がる場合，共済

組合に「３歳未満の子を養育する旨の申出書」を提出したときは，年金の算定において特例を適用するこ
とができます（注２～３。短期組合員は，日本年金機構（年金事務所）に申出を行ってください。）。

標準報酬月額が下がると，将来の年金額に影響しますが，申出があれば，子が３歳になるまでに標準報酬
月額が減額した期間，養育前の高い標準報酬月額で年金の計算をします。追加の掛金の負担はありません。

（注） １　要件を満たす場合は，組合員の性別や子の被扶養者認定の有無は関係ありません。   
２　掛金・保険料が免除となる育児休業・産前産後休業中は，本特例の対象になりません。  
３　申出が遅れた場合でも，２年間は遡及して適用することが出来ます。

～３歳未満養育特例・育児休業終了時改定のイメージ～
掛金等を算定するときの標準報酬月額
年金額を計算するときの標準報酬月額

実際の報酬額
実際の報酬額

従前標準報酬月額の保障

産前産後休業中 育休等期間中

産前産後休業 育児休業 育児短時間勤務・部分休業
全額支給 無給 一部支給

従前の標準報酬月額 改定後の標準報酬月額
免除 微収

従前の標準報酬月額

３歳未満の子を養育

出産 復帰
▲ ▲

勤務形態
実際の報酬

標準報酬月額
掛金等の微収

年金記録上の標準報酬

3 ヶ月 育児休業等終了時改定


